
（様式８） 公共事業終了箇所評価調書
評価確定日( 年 月 日)

事業コード 区 分 国庫補助　　　　　県単独

事 業 名 部局課室名

事 業 種 別 班 名 (tel)

路 線 名 等 担当課長名

箇 所 名 担 当 者 名

政策コード 政 策 名
総合計画と

施策コード 施 策 名
の関連

指標コード 施策目標(指標)名

１．事業の概要

事 業 期 間 総事業費 億円 国庫補助率～ （ 年）

事 業 規 模

事業の立案

に至る背景

事 業 目 的

当初計画　① 最終　②

事 業 費

工 事 費
経費

用 補 費 最終コスト比較
内訳

そ の 他 Ｃ②／Ｃ①　＝　（　　　　　）
事業費内訳

国庫補助

事 業 内 容 財源 県 債

そ の 他 最終費用便益比内訳(単位:千円)

一般財源 Ｂ／Ｃ　＝　（　　　　　）

事 業 内 容

事業終了後

の問題点

住民満足度 ①満足度を把握した対象　　　受益者　　　一般県民　（時期：　　　年　　月）

等の状況 ②満足度把握の方法
　　　アンケート調査　　　各種委員会及び審査会　　　ヒアリング　　　インターネット

(事業終了後)
　　　その他の方法（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③満足度の状況

上位計画で

の位置付け

関連プロジ

ェクト等

平成17 09 30

H17-農-終-6 ● ○

農林水産部　農地整備課担い手育成基盤整備事業（区画整理型）

ほ場整備 ほ場整備・農用地開発班 018-860-1824

大久保 堀江憲行

潟上市昭和大久保 佐藤寛之

N 豊かな自然と調和した個性あふれる農林水産業の振興

04 新時代に躍動する多様な農業経営体の育成

05 ほ場整備率

５０％H08 H15    8           14.3

ほ場整備面積　６５．２ｈａ

本地区は潟上市（旧昭和町）大久保駅の南側の鉄道沿線に位置する水田地帯である。地区内のほ場は

、昭和２９～３０年にかけて積寒事業により１０a区画に整備されているが、農道は狭く、水路は土

水路であることから湿田が多く、経営農地が分散している状況にあった。このため、生産性の向上と

維持管理費の節減など営農コストの低減に向けた総合的なほ場条件の整備が必要となっていた。さら
に、農業をめぐる厳しい情勢の中にあって農業従事者の減少や高齢化が急速に進んでいることから、

地域農業を支える多様な経営体の確保、育成が急務となっていた。

・ほ場の大区画化を図り、生産性の向上による低コスト化を推進（大区画６１．１ha ９３．７％)
・機械化営農の効率性を図るため、農道の適正配置と所定幅員の確保（２.５ｍ→５ｍ）

・用排水路分離による農業用水の安定確保と排水条件の改善、水管理の省力化、維持管理費の節減

・暗渠排水による水田の汎用化を促進し輪作体系の確立と多様な作物の産地づくり

・地域を担う経営体への農地の利用集積を図り、経営基盤を強化（９.４ha→３１．８ha）

  1,417,000   1,421,000

  1,269,000   1,283,653

      3,141      4,100

    134,206    143,900          1

    708,500     710,500

    329,000     328,500

    283,400     284,200

     96,100      97,800 1.08

区画 65.2ha 区画 65.2ha

暗渠 39.9ha 暗渠 39.9ha
詳細設計 詳細設計

用地補償 用地補償

なし

● ● 平成17    2

● ○ ○ ○

○

農業者及び非農業者を対象として農業への直接効果、自然環境と生活環境への効果等について実施
したアンケート調査の結果、５点満点中３．８８点と事業終了後の満足度は高いものとなっている

。

「食料・農業・農村基本計画」基盤整備の推進による農地の利用集積の加速化と担い手の育成・確保

「あきた２１総合計画」ほ場整備率をＨ２２年までに７６％まで引き上げる

「県米政策マスタープラン」農地の利用集積の促進と生産基盤の整備

なし



事業コード( )

箇所名 ( )

　　　選定または継続　　　改善　　　見直し　　　保留または中止

①指摘事項

前回評価結

果等

②指摘事項への対応

指 標 名

指 標 式

指 標 の 種 類 　　　成果指標　　　業績指標 低減指標の有無 　　　有　　　無

目 標 値 ａ
データ等の出典

実 績 値 ｂ

事業効率把 把 握 の 時 期 　　　　年　　　月

握の手法及
指標を設定することができなかった場合の効果の把握方法

①指標を設定することができなかった理由び効果

②具体的な把握方法と効果（見込まれる効果）　※データの出典含む

２．所管課の自己評価

観 点 評 価 の 内 容 （ 特 記 事 項 ） 評 価 結 果

①住民満足度の状況

　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ
　　Ａ

　　Ｂ有 効 性

②事業の効果
　　Ｃ　 Ａ 達成率100%以上 Ｂ 達成率80%以上100%未満 Ｃ 達成率80%未満

①事業の経済性の妥当性
　　　Ａ　　　Ｂ　　　Ｃ

　　Ａ

　　Ｂ
効 率 性

②コスト縮減の状況
　　Ｃ　 Ａ 縮減率20%以上 Ｂ 縮減率20%未満 Ｃ 縮減なし

　　　Ａ　（妥当性が高い）　　　Ｂ　（概ね妥当である）　　　Ｃ　（妥当性が低い）

総 合 評 価

３．評価結果の同種事業への反映状況等（対応方針）

４．公共事業評価専門委員会意見

H17-農-終-6

潟上市昭和大久保

● ○ ○ ○

平成１３年度再評価において指摘事項なし

なし

評価箇所における担い手等への農地集積率

地区内の担い手等の経営面積÷ほ場整備地区面積

● ○ ○ ●

         48 ％ a=市町村活性化計画
％ b=流動化達成状況報告         58

達成率ｂ／ａ         120 ％ 平成17    5

● ○ ○
●

受益者及び周辺住民を対象としたアンケート調査結果において、満足度は高いものとな
っている。

○

○● ○ ○

○担い手等への農地の利用集積割合の達成率は１２０％となっており事業による有効性

は高い。

● ○ ○
●

Ｂ／Ｃが土地改良事業の施行の要件である１.０以上（１.０８）となっており、経済性

は妥当なものとなっている。
○

○○ ○ ○

● ○ ○

現在、個人担い手６名が38.4haを経営し、大区画ほ場を活かした水稲の直播栽培などによる作業の

省力化を図り、生産コストの低減に努めている。また、担い手を中心とした地域の水田農業経営が

確立されつつあり、農地の利用集積も目標以上となるなど効果も出ており事業の妥当性は高い。

　担い手等への農地集積目標達成に向け、農地の利用調整を引き続き推進する。また、水田の畑地利用を可能とす

る暗渠排水の整備を進め、地域水田農業ビジョンに基づく戦略作物の産地づくりを促進する。さらに、貴重な動植

物が存在する場合は「生態系保全対策検討協議会」で保全対策を検討し、環境に配慮した事業の実施に努める。

　県の評価及び対応方針を可とする。



事業コード( )

箇所名 ( )

終了箇所評価判定点検表 （様式８－１）

(１)各評価項目の判定基準

１
次

２
次

配
点

判定基準 評価結果観 点 評価項目

住民満足度を的確に把握しており、満足度も高a 2
い A:有効性は高い

一
(4点)住民満足度を把握しているが、手法が的確でな

住民満足度の状況 b 1
い又は満足度が高くない

B:有効性はある
c 住民満足度を把握していない 0

（1～3点)
ア有効性

a 2達成率が100％以上 C:有効性は低い
二

（0点)
事業目標の達成状 b 達成率が80％以上100％未満 1
況

c 達成率が80％未満 ２次0 １次

計 4

B/Cが、国庫補助採択基準がある場合はそれ以上a 2
その他の場合は１．５以上となっている

A:効率性は高い
b a、c以外 1費用便益比 （2点)

一
c B/Cが、１．０未満 0 B:効率性はある事業の

（1点)経済性イ効率性
の妥当 a 2当初と比較して最終コスト縮減率が２０％以上 C:効率性は低い性 コスト縮減

（0点)の状況（費
b 当初と比較して最終コスト縮減率が２０％未満 1用便益比が

算定できな

い場合） c 0 ２次当初と比較して最終コスト縮減率がなし １次

計 2

(２)総合評価の判定基準

総合評価総合評価の区分 判　定　基　準

全ての観点の評価結果が「Ａ」判定の場合Ａ (妥当性が高い)

「Ａ」判定、「Ｃ」判定以外の場合Ｂ (概ね妥当である)

全ての観点の評価結果が「Ｃ」判定の場合Ｃ (妥当性が低い)

H17-農-終-6

潟上市昭和大久保

2

2

Ａ4

2

0

2 Ａ

Ａ


